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創業者支援事業補助金
　 町内で創業しようとする方の事業所・店舗・工場などを開設するための工事費
や備品費などの初期投資費用に対して、補助金を交付する制度を創設しました。
詳しくは町ホームページをご覧ください。

対象者

⃝笠松町商工会の創業塾を受け、
　3 年以内に町内に創業する方
⃝笠松町商工会法定会員になること
⃝同種の補助金を受けていないこと
⃝町税等に滞納がないこと　　　　　　　など

補助金額 補助率 2/3　最大 100 万円

対象経費

⃝設備費
⃝備品購入費
⃝謝金
⃝マーケティング調査費
⃝広報費
⃝委託費

問環境経済課　☎388-1114

国民健康保険・後期高齢者医療保険の
傷病手当金の適用は5月7日までです
　 被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染
した場合、または発熱などの症状があり感染が疑
われた場合に、その療養のため働くことができなかっ
た期間について、申請により要件を満たす方に傷
病手当金を支給しています。その支給適用期間が、
令和5年3月31日から5月7日に延長されました。
　また、5月8日から新型コロナウイルス感染症が5
類感染症に位置付けられることから、5月7日をもっ
て適用期間を終了します。
　保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時
効により消滅しますので、お早めに申請してください。
問住民課　☎388-1115

 令和5年度の夜間飛行訓練
　岐阜基地では次のとおり夜間飛行訓練を実施しま
す。航空機騒音によりご迷惑をおかけしますが、ご
了承ください。
実 施 日
毎週火曜日

（予備日：水曜日・木曜日）
時　　間
午後5時～8時　
　　　　　　　　　　　　　　　　
問航空自衛隊岐阜基地渉外室　
　☎382-1101
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